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外国人材受入れ制度における「登録支援機関」の登録に関するお知らせ 

 

当社は、下記のとおり、外国人材受入れ制度における「登録支援機関」として法務省の外局である出入国

在留管理庁長官より登録されましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．登録の内容について 

   登録番号：20登－003748 

登録年月日：2020年２月６日 

 

 ２．登録支援機関について 

   2019年４月に施行された改正出入国管理法により、在留資格「特定技能」が新設されました。この制

度により、介護、ビルクリーニング、農業など 14分野で、外国人の就労が可能となりました。日本政府

は「特定技能」在留資格を活用することで、今後５年間で最大 34 万人超の外国人労働者の受け入れを想

定しています。 

   「登録支援機関」とは、「特定技能」外国人労働者の受け入れ企業より委託を受け、外国人労働者が

安定的かつ円滑に就労できるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を行う

出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関のことです。 

 

３．今後の取り組み 

  当社は、「登録支援機関」として登録されたことにより、社会問題となっている深刻な労働力不足の解

決に向け、介護分野において「特定技能」外国人労働者を受け入れ、当社がフランチャイズチェーン展開

するほねつぎデイサービス加盟店その他へ外国人労働者を紹介し、外国人労働者を支援してまいります。       
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４．今後の見通し 

  本件による 2020 年 12 月期連結業績に与える影響は軽微です。中長期的には当社グループの業績及び

企業価値の向上に資するものと考えております。 

 

以 上 


